
【理由】

検査で陽性と判断されているにも拘らず治療に向かわないという事実は、それ自体

異常なことです。それゆえ、具体的な原因の分析と対策を講じることが焦眉の課題で

ありますが、これは国が主導となって進めなければ実効性を図れません。

例えば、陽性者が疾患の重篤性を認識していないのであれば、広報や保健指導の育

成の強化となるでしょうし、治るかどうか分からないのに副作用が重い治療はできな

いというのであれば、遺伝子検査の保険適用を進めるとともに、副作用に関する知識

の啓蒙や副作用治療体制の整備を進めることになると思われます。また、仕事を休め

ないというのであれば、企業等に対する啓発活動や治療有給休暇制度の導入が検討さ

れることになります。なお、都道府県のヒアリングにおいて、担当者の方から、「患

者がインターフェロンを受けやすくするためには、雇用者イ則の取組みも重要であると

考えており、そのことが肝炎対策基本法でも指摘されているが、これについては、県

より企業にお願いするだけでは実効性がないため、国が主体となって何らかの施策を

とっていただきたい」 (山梨県)、 「現行でも病気体暇が認められる筈であるが、現実

の職場ではこれが認められるかどうか疑間である。法整備を国が行う必要がある」(愛

媛県)等の発言もなされているところです。

4 連携体制の強化

協議会から、国に対し、かかりつけ医と専門医との緊密な連携によつて肝疾患患者

の病態を適切に把握し治療方針を決定して最適な医療を受けられる診療体制を構築

すべく、①実態調査を行い(②各都道府県の独自の取り組みの効果を十分検証したう

え、③連携診療体制が機能していない都道府県に対して指導するよう、求められたい。

【理由】

既に指摘しているとおり、都道府県によっては、 「かかりつけ医」に対するイメー

ジが十分でなく、「かかりつけ医」「専門医療機関」「連携拠点病院」間の連携が十

分に図られておらず、肝疾患患者の病態を適切に把握したうえで治療方針が決定され

最適な医療を受けているとは言えないのではないかと思われる地域も多々見られま

した。           .
連携のあり方は地域の実情によつて異なるのであり、意欲的な都道府県では、モデ

ル事業を先行させて地域の特殊性を把握するよう努めています。

よつて、国において、これらを分析し、連携の進まない都道府県を対象として指導

を行うようにすべきですも

5 1FN治 療等治療水準の向上

協議会から、国および各都道府県に対し、「肝炎専門医療機関ないし専門医」では

ない医療機関ないし医師において IFN等の治療が実施される場合、専門医からの助

言 。指導が十分になされ得る体制を構築し、様々な工夫を行うことを求められたい。
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【理由】

2(4)項で指摘したとおり、 IFN治療について、常に最新の情報を踏まえて行なわ

なければならないことは言うまでもありません。

従前は適応とされていなかった範囲にまで IFN治療が拡大されていることを知ら

ぬまま、治療の機会が失われるようなことがあうてはなりませんιこの点、知識の乏

しい医師が「かかりつけ医」である場合、 IFN治療等に消極的になっているとも聞

き及んでおります。

更に今後化学療法が進めば、当該抗がん剤の投与の仕方 (適応の判断や服薬指導の

あり方)についても知識と経験を要することは明らかであります。

しかも、専門医自身が都道府県内に少ない場合、一層、「かかりつけ医」による独

自の半J断がなされ得る危険性が高まると思われます。

それゆえ、クリティカ
'″

スヾや肝炎手帳等を作成し連携のソフト面を;剣ヒしている

都道府県の取り組みを分析 し、指導につなげていくべきだと思料いたします。

6 都道府県における肝炎対策推進計画策定の義務付け

協議会から、各都道府県に対し、都道府県の地域特性を踏まえた肝炎対策の基本計

画を策定するよう、求められたい 。

【理由】                          |
これまで指摘しているとおり、肝炎対策への取り組みについては、都道府県によら

て温度差があると思われます。ヒアリングのなかで、全ては国の指金十が出来てからと

答えて憚らないところがある■方、既に国に先駆けて独自の取り組みを行っていると

ころもあり、tll道府県の姿勢の違いによつて同じ患者が差別されるようなことがあっ

てはならないところです。

本来、地域の特性(地理的要因や専門医の数やln~在の有無等)を踏まえたうえ、市町

村とも連携をとって、いかなる場所においても最高水準の医療が受けられなければな

りません。

その前提としては、既にいくつかの都道府県が実施しているようにモデル事業や実

態把握によつて地域の特性を把握し (神奈川県、山梨県など)、 先行するがん対策と

同様、都道府県ごとに独自の基本計画を策定することが不可欠であると考えます。

7 患者惨功日の確靭■縫

協議会から、各都道府県に対し、慢性肝炎・肝硬変等の対策を実施するにあたつて

は患者団体の意向を十分聴取すること、また、患者の意向を把握する為患者間の相互

交流を推進すること、更に推進計画を策定するため自治体内に協議会を設けると共に

同協議会には患者代表を3人以上 (或いは 3割以上)入れるよう、求められたい。
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【理由】

第 2の 20項で指摘したように、今回の調査で明らかになった問題′点のうち最も深

亥Jな点の 1つが 「患者参加」の軽視です。

肝炎対策協議会が設置されていても患者代表者が参加していない場合が多く、具体

的な回答をされなかった都道府県も多く認められました。また、患者団体の存在を把

握しておらず (把握しようとせず)、 そのため患者団体との懇談を下切行なっていない

ところもあり、がん対策基本法において蓄積された成果が生かされておりません。

長期に渡つて病気と付き合つていかねばならなしЧ曼性疾患については、患者自身も

非常に勉強をしており、また治療による副作用等の理解や対応については、患者自身

の意見を十分配慮する必要があるところです。

よつて患者参加を重視すべきことを具体的に要請していただきたいと思います。

また、患者らが相互に交流できる場を積極的に設けることにより患者間の意見を集

約することもできるのであり、かような場 (患者サロン等)を積極的に設置していた

だきたいと思います。

8 肝硬変、肝がん患者に対する医療費 0療養支援

協議会から、国に対し、肝硬変、肝がん患者に対して別途医療費・療養支援を行う

よう、求められたい。

【理由】

現在慢性C型肝炎については IFN治療の進展と、その治療費に対する支援によつ

て治療の機会が格段に広がりました。

しかし、肝硬変以降の患者の治療や生活に対する支援は極めて脆弱です。今般制度

が開始した身体障害者手帳制度についても、今後の動向を見極めねばなりませんが、

肝硬変の極めて末期に限つて対象とするものではないかとの懸念があります。

それゆえ、肝硬変以降の患者に対する支援を拡大させるべく、具体的な制度設計を

行うべきです。この点、通院介助費の助成を広く行つているところ(新潟県)や肝硬変

に対する医療給付事業を実施しているところ(北海道、愛知県、長野県)な ども存する

のであり、これらを踏まえ国レベルでの支援を検討すべきだと考えます。

第4 おわりに

肝炎対策基本法は、全国の患者らの長年の努力によって成立致しました。

他方、肝炎対策については、いまだ各都道府県において温度差が存する状況です。

それゆえ、今後我が国の肝疾患に対する治療体制および社会福祉制度の望ましいあり

方を決定するにあたうては、患者参加による患者の意見の反映と、各都道府県等による
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取 り組みの強化、そのための者『道府県の 「計画」の策定、統一された数値 目標・達成時

期の設定が不可欠だと考えます。

現在、患者は高齢化 しており、益々治療を受けることが益々困難になっております。

一亥Jも早く、本書面に記載した要望事項を実現してくださいますよう、お願い申し上

げる次第です。
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□
知

ヒアリング項目

肝炎患者の把握について

1 ウイルス′
l■_肝炎に感染されている方の推計をなさつたことがありますか。

推計をされたことがありましたら、B型、C型各々の推計数をお教え下さい。

2 ウイルス性月千炎に感染し、更に無症使性キャリア、慢性月干炎、月千硬変、肝がんへと

移行 されている方を推計されたことがありますか。

推計をされたことがありましたら、B型、C型各々について、それぞれのステージ

ごとの推計数をお教え下さい。

第 2 肝炎対策予算等

1 平成 20年～ 22年度における肝炎対策に関する予算額 と内訳、執行状況について

お教え下さい。また、金額 (の推移)、 内訳、執行状況等について、特徴的な事実が

ありましたら、お教え下さい

2 過去 3年間に実施された、肝炎対策全般 (無料検査、診療体制、インターフェロン

治療費助成、差別解消等啓蒙活動等)に関する広報の内容についてお教え下さい。ま

た、特に広報において工夫されている点にういてもお教え下さい。

第 3 検査、治療支援

1 検査実績        |
過去 5年間に検査を受けられた方の数、

無料検査の実施状況についてお教え下さい。なお、この点に関連 して、予算額と予

算執行状況についてもお教え下さい。

検査を受けられていない方に対する奨励対策 (工夫)と して、これまでになされて

きた広報の具体的内容、広報以外の施策についてお教え下さい。また、今後実施が検

討されている施策がありましたら、お教え下さい。

2 検診陽性者に対する支援調査

検診陽性者の把握をされているでしょうか。把握されている場合、データについて

お教え下さい。

また検診陽性者に対してなされている支援策がありましたら、お教え下さい。

平成 19年 (2007年)1月 に 「都道府県における検診後肝疾患診療体制に関するガ

イ ドライン」が策定されましたが、そのガイ ドラインを踏まえ、新たに実施 された施

策や検討されている施策等がありましたら、お教え下さい。
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なお、この点に関連し、保健指導のあり方の重要l■が指摘されていたと理解してい

ますが、この点に関して新たになされた予算措置や新たに実施した取組みがありまし

たらお教え下さい。

保健指導者育成の有無、予定

前項に関連し保健指導者育成がなされている場合、その実績についてお教え下さい。

また、育成の予定がありましたら、そのスケジュールについてもお教え下さい。

4 インターフェロン治療支援実績

貴自治体下において、過去 3年間になされたインターフェロン治療費に関する支援

実績をお教え下さい。また、貴自治体下においてインターフェロン治療に関する支援

を行 う場合、治療を行 う医師について条件が存するのかどうか、お教え下さい。

条件が存する場合、その内容についてお教え下さい。

5 インターフェロン以外の治療に関する支援実績

貴自治体下において、過去 3年間になされたインターフェロン治療以外の治療に関

する支援実績をお教え下さい。

第4 診療体制について

1 貴自治体における担当部署と担当責任者の方をお教えください。

2 現在、肝炎対策を推進するための計画や指針 (名称は問いません)はありますか。

(あ る場合)どのような内容のものでしょうか。

(ない場合)今後、策定する予定はありますでしょうか。予定がおありの場合、どの

ような内容のものを予定されていますか。また、具体的なスケジュールが決まつてお

りましたら、お教え下さい。

3 がん対策に関しては既に推進基本計画をお作 りになられていると思いますが、その

なかで、肝がん対策について、どのような計画・方金十が定められているのでしょうか。

4 現在、貴自治体下で、肝疾患診療連携拠点病院として指定・設置されている医療機

関がありますでしょうか。

[指定がなされている場合]

指定された病院の名前をお教え下さい。

また、当該医療機関が拠点病院として指定された理由についてもお教え下さい。
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更に、連携拠点病院等連絡協議会の設置 。開催の有無についてお教え下さい。

連絡協議会が設置 。開催されている場合、構成員、開催実績 (議題、参加医療機関

の数等)や患者の参加の有無、今後の開催予定についてお教え下さい。なおt患者の

参加が認められていない場合、その理由についてもお教え下さい。

連絡協議会が設置 。開催されていない場合、設置までの今後のスケジュールについ

てお教え下さい。また、設置未了となっている主たる理由についてもお教え下さい。

[拠点病院の指定がなされていない場合]

指定未了の場合、指定までの今後のスケジュールについてお教え下さい。

また、指定未了の場合、未了となっている主たる理由についてもお教え下さい。

5 現在、貴自治体下で、肝疾患診療の専門医療機関として指定 。設置されている医療

機関がありますでしょうた

指定がなされている場合、指定された医療機関の名前をお教え下さい。

また、当該医療機関が専門医療機関として指定された理由についてもお教え下さい。

指定未了の場合、指定までの今後のスケジュールについてお教え下さい。

また、指定未了の場合、未了となっている主たる理由についてもお教え下さい。

6 肝炎患者が日常的に通院している医師 (いわゆる「かかりつけ医」)の肝疾患診療

レバル向上のために実施されている研修や対策がありますでしょうか。その内容 (主

催者、講義テーマ、講義者、参加者数等)をお教え下さい。

なお、貴自治体において、「かかりつけ医」の定義が異なる場合、その定義をお教え

いただけないでしょう力ヽ

また、貴自治体における、肝炎診療の「かかりつけ医」の数や、自治体への登録の

有無、「かかりつけ医」となるための条件の有無等についてお教え下さい。

7 かかりつけ医、拠点病院、専門医療機関相互の連携を図るために実施されている施策

がありますでしようか。

その内容をお教え下さい。例えば拠点病院や専門医療機関間でなされる会議等、肝

炎診療ネットワーク事業、月千疾患コーディネータ事業等が行われているでしょうか。

講演会や研究会は開かれているでしょうか。

8 貴自治体下において登録されている日本月fl■学会・専門医の数についてお教え下さ

い 。

同専門医が、貴自治体のどの市町村に在住されているかにつき把握されているかに

ういてもお教え下さい。把握されている場合、その状況についてもお教え下さい。
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9 貴自治体では、肝炎治療に関する相談支援センターが設置されているでしょうか。

設置の有無

設置されている場合、連絡先t相談受付方法 (電話のみか、メール等でも受け付け

ているか等)、 センターに所属している相談員数、稼動 同時・時間帯、センターの広

報のされ方についてお教え下さい。また、特徴的な点がありましたら、お教え下さい。

設置されていない場合、今後の設置に向けてのスケジュールの有無についてお教え

下さい。また、現時点で設置されていない理由についてもお教え下さい。

lo 貴自治体では、肝炎対策協議会が設置されているでしょうか。

肝炎対策協議会が設置 。開催されている場合、構成員、開催実績 (議題、参加医療

機関の数等)や患者代表者の参加の有無、今後の開催予定についてお教え下さい。な

お、患者の参加が認められていない場合、その理由についてもお教え下さい。

肝炎対策協議会が設置 。開催されていない場合、設置までの今後のスケジュールに

ついてお教え下さい。また、設置未了となっている理由についてもお教え下さい。

11 患者会 との懇談

貴自治体においては、患者会等、肝疾患患者団体との懇談・協議をされておられる

でしょう力、

協議をされている場合、患者団体の内容、開催実績 (議題、参加者)、 懇談を受けて

具体的な施策につなげたケースの有無 。内容、今後の開催予定についてお教え下さい。

なお、協議をされたことがない場合、実施を妨げている理由にらいてもお教え下さい。

第 5 患者支援について

1 差別解消のための施策として実施されているものがありましたら、お教え下さい。

2 -般向けの医療講演会を実施 されている場合、その内容 (実施 同時、テーマ、講演

者、参加人数等)についてお教え下さい。

3 今般、肝炎対策基本法 15条では、「国および地方公共団体は、肝炎患者が必要に応

じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減す

るために必要な施策を講ずるものとするJと 定められました。

この点に関連 し、貴自治体下において、これまで実施 されてきた施策がありました

ら、お教え下さい。また、同法の成立を受け、今後実施 しようと検討されていること

がありましたら、お教え下さい。
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4 今般、肝炎対策基本法 16条では、「国および地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療

を受けるにあたつて入院、通院等に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者、

その他の関係する者間の連携協力体制を確保すること、その他の肝炎患者が肝炎医療

を受ける機会の確保のために必要な施策を講ずる……・」と定められました。

この点に関連 し、貴自治体下において、これまで実施されてきた施策がありました

ら、お教え下さい。また、同法の成立を受け、今後実施 しようと検討 されていること

がありましたら、お教え下さい。

5 貴自治体下において、これまで肝炎患者を身体障害者として提供してきたサービス

がありましたら、その内容をお教え下さい。

今般、肝硬変患者の一部について身体障害者手帳が交付されることとなりました。

この点に関し、現在予定されてぃる研修や新たな体制つくりがありましたら、お教え

下さい。

第6 そのほか

貴自治体において、これまで肝炎対策について独自に取 り組んでこられたこと、特

徴的なことについて、お教え下さい。

また、がん対策基本法に基づき実施 されているがん (月千がん)対策の一環として取

り組んでおられることについてもお教え下さい。

以 上
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【平成 22年度・恒久対策に関する大臣協議要求項目】

第 1 医療費助成に関する要求

平成 20年度から肝炎治療特別促進事業によつてインターフェロン治療に関す

る医療費の助成がなされているところであるが、対象医療、助成期間及び助成額に

ついて、早急な見直しを求める。

1 インターフェロン治療費助成の対象医療・助成期間・助成回数

ウイルス性肝炎患者が医学的知見に基づく適切な治療を安心して十分に受

けられるように、インターフェロン治療費助成につき、対象医療・助成期間 0

助成回数の制限を見直されたい。

具体的には、次のとおりである。

(1)副作用によって中断又は中止に追い込まれる患者が少なくないこと、著効

とならなかった場合やウイルスが再燃 した場合に再度インターフェロン治

療を試みることがあること、新しいインターフェロン併用療法が開発されつ

つあること等に鑑み、助成回数の制限を撤廃されたい。

(2)進展防止 (発癌抑制)目 的の長期少量投与について全期間を助成の対象と

されたい。
.(3)治

療効果予測のための遺伝子検査につき、保険の適応を認めたうえで助成

の対象に含められたい。

2 インターフェロン治療以外の医療

インターフェロン治療に限らず、ウィルス性肝炎 0肝硬変・肝癌に関わるす

べての医療 (副作用の治療を含む)について、医療費助成制度を創設されたい。

3 助成額

インターフェロン治療及びインタ…フェロン治療以外の医療費助成につき、

低所得者の自己負担を0円 とされたい。

4 助成制度における不服申立

医療費助成制度につき、全国的に統一された基準で助成が実施されるよう、

医療費不支給決定にかかる不服に関する審査制度を創設されたい:
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第2 生活保障に関する要求

ウイルス性肝炎患者、特に、肝硬変 0肝癌患者に対する生活保障は極めて不十

分である。

この点、今般、非代償性肝硬変患者等に対し、身体障害者福祉法上の身体障害

者と認定して身体障害者手帳を交付する制度がスター トしたが、肝性脳症や腹水

が重篤な状態に至っても障害者と認定されない可能性が高く、運用次第では肝反

変患者の最末期の段階で認定するだけの極めて厳しい制度となる恐れも存する。

また、現行の障害年金制度は、肝疾患につき、原則として非代償性肝硬変に至

らない限り、障害認定を行つていない。例外的にGPTが 100以上の慢性肝炎

患者が 3級に認定されるだけであり、この認定基準は厳しすぎて、実態に即して

いない。しかし、そもそも、障害年金制度においては、「身体の機能の障害又は

長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日

常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」であるとき 2級が認

定されるのである (「障害認定基準の説明」厚生出版社)。 より具体的に言えば「必

ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労務により

収入を得ることができない程度」「家庭内の温和な活動はできるが、それ以上の

活動はできないもの又は行なつてはいけないもの」は障害年金等級として 2級が

認定されなければならないのである
`そ

うであるなら、慢性肝炎が進行した場合

には、就業に支障が生じ、日常生活上安静にせぎるを得ず家事にも支障が生じ、

肝硬変に至った場合には、およそ通常の生活は不可能であることが十分考慮され

ねばならない。

更に感染を認識しつつも治療に向かえない大きな原因として 『仕事を休めな

い」「仕事を休んだらクビになる」という意識の存することが明らかになつてい

る。しかし、この度肝炎対策基本法が制定され、同法 16条において医療を受け

る機会を確保するため国が必要な施策を講ずることが定められたところである。

ようて、以下のとおり要望する。

■ 肝硬変患者に対する身体障害者福祉法上の身体障害者認定につき、その実情

を調査し、認定状況に関する情報を公表し、そのうえで適切な運営を図られた

い 。

2 障害年金受給にかかる認定基準を見直 し、肝疾患全の適用 を拡大 されたい。
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3 関連省庁と連携して、ウイルス性肝炎患者に対する治療休暇制度の整備・促

進を図られたい。加えて、休暇期間中の給与を保障する制度を検討されたい。

4 各都道府県の肝疾患相談支援センターに寄せられた相談内容を集約 し、相談

者のプライバシーに配慮した形で公表されたい (半年ごとを目安とする)。

第 3 研究推進に関する要求

1 今後も、肝疾患の新たな治療方法等の研究開発を推進されたい。

2 肝炎対策の一環として肝炎研究事業が行われているところ、その内容につき、

当原告団及び弁護団に対し説明する場を設け、同時に当原告団に対するヒアリ

ングを実施されたい (年 1回を目安とする)。

第4 検査に関する要求

1 無料検査体制と広報

肝炎ウイルス検査の実施状況に関する厚生労働省の調査結果 (平成 20年 1

2月 24日 付)によれば、各地方自治体で実施されている検査体制に関する格

‐差が大きい。居住地により受けられるウイルス検査の体制が異なるのは問題で

ある。

そこで、地域格差を解消し、具体的に、多くの国民の検査受診行動に繋げら

れるよう、以下の措置をとられたい。

(1)「緊急肝炎ウイルス検査事業」の一環として決定された都道府県・政令市・

特別区における特定感染症検査等事業の保健所及び委託医療機関による肝

炎ウイルス検査の無料化を、早急かつ完全に実施されたい。

(2)多 くの国民が検査を受けられるように、また、地域格差を解消するために、

都道府県・政令市・特別区の各地域の実情をふまえた上で、各地方自治体に

対する指導を行い、かつ、委託医療機関の早急な拡大をはかられたい。 .
(3)多 くの国民の検査受診に繋げるため、地方自治体ごとに無料検査実施の医

療機関を公表して検査受診を奨励する等、具体的な広報活動を実施されたい。

2 対象となる検査

C型肝炎の検査には、HCV抗体検査だけでなく、HCV抗原検査t HCV
核酸増幅検査が存在する。HCV抗体検査では基本的に「C型肝炎ウイルスが
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体内に入うたことがある」ということがわかるに過ぎず、「現在もC型肝炎ウ

イルスに感染している」ことまでわかるにはHCV抗原検想 さらには、HC

V核酸増幅検査が必要である。  |
この点、現在、保健所及び委託医療機関で実施 されているC型肝炎の無料検

査には、予算上は、これら3つの検査を含むものとされている。

しかし、実際には、地域によつてはHCV抗 体検査のみであることもあり、

実施されている検査の内容が地域にようて異なつている。     ′

本無料検査の目的は、肝炎感染者がいち早く感染事実を認識し早期に治療を

開始することにある。この目的からすれば、検査を受けた者が、単に「C型肝

炎ウイルスが体内に入つたことがある」ことに気づくだけでなく、「現在もC

型肝炎ウイルスに感染している」ことまで認識する必要がある。

そこで、各自治体での保健所及び委託医療機関での無料検査の実施項目を調

査のうえ、全国二律に、HCV抗体検査だけでなく、HCV抗原検査、さらに

は、HCV核 酸増幅検査まで実施されるよう、指導を徹底されたい。

3 予算措置

委託医療機関の早急な拡大のため、委託医療機関が無料検査を行つた際には、

通常の検査・診断と同等の費用が国及び各自治体から支払われるよう予算措置

を執られたい。

第 5 診療体制に関する要求

肝疾患診療ネッ トワークにおいては、すべての肝炎患者が等 しく適切な医

療を受けられることが求められる。具体的には、ウイルス性肝炎患者の要望

を反映した医療体制の構築、かかりつけ医の提供する医療の質の確保等が喫

緊の課題であるところ、これらに対する対策は地方自治体に任 されており、

地域格差が生じている。

また、肝疾患相談支援センターはウイルス性肝炎患者の医療・生活全般の

相談に応 じられる窓口として期待されているところ、なお同センターを設置

できていない地方自治体があり、同センターが設置されていても、広報は不

十分であり、,そ の相談体制は地方自治体によって格差が生じているなど、求

められる役割を達成 しているとは到底言い難い状況にある。
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これらの問題点を克服するために、「良質かつ適切な医療を効果的に提供す

る体制」の確保は地方自治体のみならず国の責務であること (医療法第 1条

の 3、 第 6条の 2)に鑑み、以下の対策を執られたい。

1 肝疾患診療連携拠点病院に関する要求

(1)連携拠点病院の指定

連携拠点病院が設置されていない都道府県については、その原因を調査の

うえ、連携拠点病院指定に向けて指導されたい。

(2)連携拠点病院の診療体制

指定済みの連携拠点病院につき、ウイルス性肝炎の合併症等 (イ ンターフ

ェロン治療に伴 う副作用を含む)の診療体制を調査し、公表されたい。

2 肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

同協議会においてウイルス性肝炎患者の要望が反映されるよう、各都道府県

に指導されたい。

3 肝疾患相談支援センター

同センターが設置されていない都道府県については、その原因を調査のうえ、

同センター設置に向けて指導されたい。

また、設置済みの同センターにつき、その相談体制に関する情報を集約・公

表されたい。

さらに、同センターの広報手段については、ウイルス性肝炎患者に高齢者が

多いことに配慮し、インターネット情報に偏らないよう、道切なガイ ドライン

を作成されたい。

4 専門医療機関

(1)各都道府県において、2次医療圏にlヵ 所以上、専門医療機関が指定され

ているか否かを調査し、指定されていない都道府県に対しては指導されたい。

(2)専門医療機関の治療の均て″イヒのため、各専門医療機関における治療実績

を定期的 (年 1回程度)に調査・公表するよう、各都道府県に対して指導さ

れたい。

(3)各専門医療機関につき、肝臓専門医が確保されているか否かを、定期的に

調査し、公表されたい (年 1回 を目安とする)。

5  かかりつけ医
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(1)各都道府県におけるかか りつけ医への研修実施状況 (いつ、どのような研

修を行つたか、研修対象者の選定基準は何か、研修への参珈状況など)を定

期的に調査 し、公表 されたい (年 1回を目安 とす る)。

(2)各都道府県において、かかりつけ医と専門医療機関間の適切な情報交換を

実現するための取組が行われているのであれば、その実情を調査し、公表さ

れたい。

6 都道府県肝炎対策協議会

(1)同協議会の設置状況及び審議項目を定期的に調査し、公表されたい (年 1

回を目安とする)。

(2)各都道府県において、同協議会にウイルス性肝炎患者が参加 しているか否

かを調査し、患者参加が実現できていない都道府県にはその実現に向けて指

導されたい。

第6 差別・偏見に関する要求

ウイルス性肝炎を患う者 といえども、社会における一般の人たちと同様に、1

人の人間としての尊厳が重んじられ、あらゆる場面において、平等の機会が与え

られ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有している。そして、全て

の人はtウイルス性肝炎患者に対して、疾病を理由とする、あらゆる種類の権利・

利益を侵害する行為を行つてはならないとは言 うまでもないことである。

ところが、各地の肝炎患者会に宛てて、患者から、いわれなき差別偏見を受け

たとの相談がとぎれないのが現状である。

そこで、ウイルス性肝炎患者の差別偏見をなくすために、次のような取組をな

されるように要望する。

1 各都道府県において、差別偏見に関する相談窓口を設け、相談内容を集約さ

れたい。そこで集約された差男1偏見の実例について、相談者のプライバシー

に配慮した形で、半年ごとに公表されたい。

2 公表された事例を分析し、今後の対策を検討する独立の機関の設置を検討さ

れたい。
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